


皆さんが長い年月を過ごした家。

その場所には、数え切れないほどの思い出が詰まっていることでしょう。

しかし時が経ち、人生の終わりが近づくにつれ、その大切な場所が空き家となり、

ひっそりと忘れ去られる存在になってしまうかもしれない—そんなことを考えると、

心が締めつけられるような感じがしても不思議ではありません。

自分がこの世を去った後、住まいはどうなるのか？

残された家族がその行く末に迷うことなく、安心して未来を迎えられるようにするために、

今、少しだけ立ち止まり、考えてみませんか。

思い出が詰まった家が、空き家として放置されることがないように。

このガイドブックは、あなたと家族の未来を守るために、

必要な情報と準備の方法をお届けします。
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空き家が適切に管理されず長期間放置されると、老朽化が進み、地域の「問題」を引き起こす原因と
なります。「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、空き家の所有者または管理者は、周辺の
生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家を適切に管理する責務が定められています。

空き家を適切に管理せず周囲に悪影響を及ぼした結果、市区町村から「特定空家等」の認定を受ける
と、所有者は以下のようなペナルティを受ける場合があります。

空き家問題

空き家の放置が招くリスク

放置を続けるとペナルティを受けることも…

防災性の低下

防犯性の低下

風景・景観の悪化

ゴミの不法投棄

衛生の悪化、悪臭の発生など

樹枝の越境、
落ち葉の飛散など
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助言・指導
空家等の適切な管理に必要な措置を取るよう助言または指導されま
す。

勧告
指導を受けて改善されない場合、固定資産税の住宅用地の特例から除
外されます。

命令 命令に違反した場合、50万円以下の過料が課せられることがあります。

行政代執行
命令が履行されない場合、市町村が代執行することがあります。
また、その際の費用は所有者から徴収します。



空き家になる前の2つの準備

１　　住まいの将来の準備

２　　相続手続きの準備

現在、一人で住居に住んでいる方、または将来的に住居を相続することになる方のそれぞれが、その住
居に関するさまざまな情報を整理・共有して、その住居をどうしていくのか？について事前に考え、決
めておきましょう。

自分、または家族が亡くなった場合に備えてあらかじめ相続の準備をしておくことは、残される人のた
めにも大事なことです。相続の準備や対策をするにあたっては、以下のポイントを押さえておきましょ
う。

お一人暮らしの方
（相続する方）

お一人暮らしの方
（相続する方）

お一人暮らしの方のご家族
（相続される方）　

お一人暮らしの方のご家族
（相続される方）　

■ 相続税の試算
■ 相続後の不動産の扱いの検討

（自ら住み続ける、売却する、賃貸に出す、
解体して土地を売却するなど）
など

■ 遺言書・財産目録の有無の確認
■ 相続人同士の話し合い
■ 各種手続きの実施

相続については、すべての法定相続人の
合意を得ておくことが大切です。各種手
続きは、行政書士など専門家に依頼す
ることも可能です。

■ 家財・思い出の品等の整理
■ エンディングノートの作成
■ 住宅の基礎資料の準備

（登記事項証明書、建築確認書、購入時の
契約書類など）　　　　など

■ 遺言書や財産目録の作成
遺言書や財産目録は、ただ作成するだ
けでなく、その保管場所を推定相続人に
伝えておくことが大切です。

エンディングノートとは
自分に万が一のことが起こった時に備え、医療や介護、財産情報等あらかじめ家族やま
わりの人に伝えたいことを書き留めておくノートや手紙のこと。自分の死後、家族が困ら
ないように、所有している財産や口座を開設している金融機関の情報、葬儀に関する希
望などを書き留めておきます。
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遺言書の有無の確認
遺言書がある場合は、遺言書に沿った遺産分割となり、ない場合は、遺産分割協議を行
い法定相続分を参考に話し合います。
遺言書では相続人でない方が相続財産の受取人に指定されているケースもあるため、ま
ずは遺言書の有無の確認をしましょう。

空き家の相続問題

相続人による
遺産分割協議

遺言書に沿った
遺産分割

遺言書

あり なし

●●●●
●●●

遺言書の有無の確認１

相続人の調査
（戸籍謄本の取得等）2

相続財産の調査
（評価証明書、登記事項証明書、残高証明書等）3

遺産分割
（遺産分割協議書の作成）4

各種名義変更手続き5

相続手続きは主に以下の流れで行われます。

相続の流れ
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常に相続人

配偶者
（法律上の配偶者に限る）

第１順位

子ども
（故人の場合は孫。
孫も故人の場合はひ孫）

第２順位

親
（故人の場合は祖父母など）

第３順位

兄弟姉妹
（故人の場合は甥や姪）

相続では民法により、相続財産を承継する相続人が定められています。それを「法定相続人」と呼び
ます。
法定相続人には順位が指定されており、存命の一番順位が高い方が法定相続人となります。遺言書を
作成していなかった場合は、この法定相続人全員で遺産の分け方を協議します。
また、遺産分割協議は、相続順位に基づく法定相続分を参考に進めることとなります。

法定相続人の調査は、故人様の出生から死亡までの戸籍謄本を辿り、確認することとな
ります。

相続人の調査

「法定相続人」をしっかりと確認しましょう

第２順位

常に相続人第３順位

第１順位

母

配偶者被相続人兄弟姉妹

甥・姪 子ども

孫

父
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子
ど
も

兄
弟
姉
妹

兄
弟
姉
妹

兄
弟
姉
妹

孫 お
い
・
め
い

お
い
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め
い

お
い
・
め
い

孫 孫 孫 孫

子
ど
も

子
ど
も

子
ど
も

子
ど
も

第２順位
父母が死亡している
場合は、祖父母に

第１順位
子どもが死亡している場合は孫、ひ孫に

第３順位
兄弟姉妹が死亡している場合は、おい・めいに

配偶者は、
常に相続人になる

祖父

父

祖母 祖父

母

祖母

配偶者 自分

相続を考えるためにも「家系図」を作成しましょう。この表に書き込んでいくことで自分の法定相続人
が誰なのかを確認できます。
※�法定相続人となるのは配偶者と血族です。同じ順位の人が複数いる場合には全員が相続人となります。先順位の人が1人でもいる場合
は、後順位の人は相続人になれません。

私の家系図
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◦�早めに、相続した土地・建物の相続登記をすることがおすすめです。
　相続の際、相続登記の免税措置も拡大されています。
◦相続の際、遺産分割を早めに済ませることが大切です。

所有者不明土地の解消に向けて

相続で不動産取得を知った日から3年以内に申請
しなければなりません。正当な理由がなく義務に
反した場合、10万円以下の過料の対象となります。

   相続登記の申請の流れ

　戸籍関係書類の取得
相続開始の証明と法定相続人の特定

　遺産分割協議・協議書の作成
協議・話し合いによる土地・建物の 所有者の確定とその書面化

　登記申請書の作成
法務局（登記所）提出書類の作成

　登記申請書の提出
法務局（登記所）へ提出

　登記完了
法務局（登記所）から登記完了証・ 登記識別情報通知書の交付

令和 6年
4 月1日 から

遺産分割協議による相続登記の申請は、通常、
次のステップ①からステップ⑤までの流れで行います。

ステップ
①

ステップ
②

ステップ
③

ステップ
④

ステップ
⑤

不動産不動産のの相続登記相続登記のの申請申請がが

            義務化されました！義務化されました！

※�令和６年４月１日より前に相続した不動産も、未登記のものは義務化の
対象となります。
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お住まいについて
土地や建物の「登記事項証明書」の情報を正確に記しておきましょう。将来の相続や売却手続きをス
ムーズに進められます。
※地番は住所と異なる場合があるので、必ず書類で確認しましょう。
「登記事項証明書」については、不動産の登記を管轄している法務局の窓口で取得することができます。
会津若松市にある不動産の場合は、福島地方法務局　若松支局で所得が可能です。
また、未登記物件の場合には「固定資産課税台帳登録事項証明書」を取得することで所在地や所有者を
確認することができます。

お住まいの土地について

お住まいの建物について

登記事項証明書の取得
〒965-0873　会津若松市追手町6番11号

福島地方法務局　若松支局
電話：0242-27-1498（自動音声案内）

固定資産課税台帳登録事項証明書の取得
〒965-8601　会津若松市東栄町3番46号
会津若松市役所　税務課　諸税グループ

電話：0242-39-1222
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所在地 地番 地目 名義人（所有者） 備考

中央区新町一丁目 101番 宅地 法務 五郎
南側の土地の境界
が確定していない。

参考にした書類
例：登記事項証明書や公図（法務局の地図）、固定資産税課税台帳、不動産売買契約書、権利証（登記済権利証または登記識別情報）

所在地 地番 名義人（所有者） 備考

中央区新町一丁目 101番 法務 五郎
南側の土地の境界
が確定していない。



お住まいをどうしたいですか？

不動産の相続では、相続する人（相続人）に金銭的な負担が発生します。そのため、ご自身、またはご
家族が、あらかじめ「住まいをどうしたいか」というご希望を明確にしておくことが大切です。
※ここに記載しても遺言書のような法律上の効力は発生しませんのでご注意ください。

土地について

建物について

被相続人が生きている間

被相続人が亡くなった後

被相続人が亡くなった後

被相続人が生きている間

□ 売りたい

□ 貸したい

□ 死ぬまで住み続けたい

□ その他

□ 被相続人が亡くなった後、相続人の間で相談して欲しい

□ 特定の家族などに引き継がせたい

□ その他

□ 被相続人が亡くなった後、相続人の間で相談して欲しい

□ 特定の家族などに引き継がせたい

□ その他

□ 売りたい

□ 貸したい

□ 死ぬまで住み続けたい

□ その他

9



決めておきたいこと

「住まいをどうしたいか」というご希望によって、やらなければならないことやその相談先は異なって
きます。下記のように整理してみましたので、ぜひご参考にしてください。

１　　生前にスッキリさせたい場合

２　　相続をスムーズに進めるために準備しておくこと

ご希望 やること 相談先
P13参照
相談窓口

生前に売却、
または贈与したい

・登記簿の確認
・隣地境界の確認
・家財の整理

・司法書士
・行政書士
・土地家屋調査士
・不動産業者
・ファイナンシャルプランナー

③・④

賃貸したい

家財の整理 ・不動産業者 ①

管理人の選定 ・不動産業者 ①

任意後見契約、または
財産管理委任契約の締結

・司法書士
・行政書士 ③

信託契約の締結
・弁護士
・司法書士
・行政書士

②・③

ご状況・ご希望 やること 相談先
P13参照
相談窓口

・ 相続登記されていない
・ 建物が未登記
・ 相続財産が未分割で
　 あることがわかった

相続登記
・ 司法書士
・ 行政書士
・ 土地家屋調査士
・ ファイナンシャルプランナー

③・④

家族などに相続遺贈）したい 家財の整理

・ 司法書士
・ 行政書士
・ ファイナンシャルプランナー

③死亡後の住まいのことは
遺産分割などにより家族の
相談に任せるが、当面の
管理者を指定しておきたい

信託契約や死後事務
委任契約の締結

不動産の取得者が
売却予定の場合

登記簿の確認
隣地境界の確認

・ 土地家屋調査士
・ 不動産業者 ①・④
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相続した空き家の土地活用を検討している場合は、空き家の扱いをどうするかを考えておきましょう。
その方法とメリット・デメリットを以下にまとめました。

「セーフティネット住宅情報提供シ
ステム」はこちらをご覧ください

不動産の活用時に使える制度

空き家を生かして貸す 建て替えて貸す 更地にして活用する

メリット
● 初期費用が少なくて済む
● すぐに収益を得られる

● 収益性が上がる
● 集合住宅への建て替えで

賃貸経営も可能になる

● 立地条件に合わせて
活用できる

デメリット

● 空き家の状況により相応の
費用がかかることがある

● 競合の不動産との競争にさ
らされる

● 建て替えの初期費用が
かかる

● 収益を得られるまでに
手間と期間が必要

● 解体の費用がかかる
● 固定資産税の負担が

重くなる可能性があ
る

不動産の活用方法

１　　住宅セーフティネット制度

住宅セーフティネット制度を活用するためには
セーフティネット住宅への登録の申請先は、福島県となっています。
登録についてのお問い合わせやご相談は、下記までお願いします。

〒965-8501
会津若松市追手町７番５号（福島県会津若松合同庁舎　新館３階）
福島県　会津若松建設事務所　建築住宅課
電話：0242-29-5461

住宅セーフティネット制度とは
住宅確保要配慮者（高齢者、障害者、子育て世帯など）に対して、入居を拒まない住宅を貸し出すこと
で経済的に支援する公的な制度です。空き家を制度に登録し、賃借人が決定して賃貸借契約を締結し
た後に、家賃収入を得ることができます。
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２　　空き家等に関する補助事業 （いずれも工事着手より前に申請が必要です。）

空家等解体撤去支援事業補助金
対象事業：適正に管理されていない空家等の除却
補助対象者：次に掲げる要件をすべて満たしていること
・市内に存する空家等であること
・同一敷地内において居住の実態が無いこと
・会津若松市住宅取得支援事業補助金の交付を受けていないこと
・会津若松市空家等対策支援事業補助金交付要綱に定める判定基準表のうち評定内容の２項目以上
  に該当する空家等であること
・申請者のほかにも当該空家等の所有者や相続人がいる場合は、該当者全員から当該空家等の解体
  撤去についての同意を得られていること
・抵当権等が設定されていない空家等であること。ただし、抵当権等が設定されている場合であって
  も、当該権利の権利者が当該空家等の解体撤去について同意している場合は、この限りでない
補助金額：対象工事経費の５分の１以内（限度額３０万円）
               ※消費税及び地方消費税を除く  ※千円未満は切り捨て
対象経費：市内業者に依頼して行う空家等の解体工事であること
               ※家屋の一部のみの解体工事費用、塀や樹木などの付属物の撤去費用、家財の処分費用等は補助対象外
               ※交付決定の通知の日以後に着手する工事であること
加算要件：次のいずれかに該当する場合、補助限度額に最大２０万円加算
・申請者が会津地域以外からの移住者で、解体撤去後に新築する場合
・解体撤去後、地域の活性化に資する公共性及び公益性のある取組を行う場合
  ※５年以上の定住又は事業継続を行うこと

空家等改修支援事業補助金
対象事業：次のいずれかに該当する空家等の改修
①地域の活性化に資する公共性及び公益性のある取組 ※５年以上の事業継続又は定住すること
②会津地域以外からの移住 
※補助金交付申請の日から遡って、１年以内に会津地域以外の市区町村から本市へ住民票を異動した者を含む
補助対象者：次に掲げる要件をすべて満たしていること
・市内に存する空家等であること
・同一敷地内において居住の実態が無いこと
・会津若松市住宅取得支援事業補助金の交付を受けていないこと
・申請者のほかにも当該空家等の所有者や相続人がいる場合は、該当者全員から当該空家等の解体
  撤去についての同意を得られていること
補助金額：対象工事経費の２分の１以内（限度額７０万円）
               ※消費税及び地方消費税を除く  ※千円未満は切り捨て
対象経費：市内業者に依頼して行う空家等の改修工事であり、会津若松市空家等対策支援事業補助
              金交付要綱の別表４に定める工事費用
              ※改修工事の内容が建築基準法その他の建築関係法令に違反していないこと
              ※交付決定の通知の日以後に着手する工事であること
加算要件：次のいずれかに該当する場合、補助限度額に最大３０万円加算
・申請者が新婚世帯の場合      ・申請者が子育て世帯の場合
※定義については、会津若松市空家等対策支援事業補助金交付要綱をご確認ください。
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空き家等に関する相談窓口のご案内

①不動産（空き家）の売却・賃貸に関すること

○公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会 会津若松支部
　☎︎ 0242-26-4666 電話受付時間 9:00~17:00（土日・祝日除く）
○公益社団法人 全日本不動産教会 福島県本部
　☎ 024-939-7715 電話受付時間︎ 9:00~17:00（土日・祝日除く）

②空き家の権利関係の整理、空き家をめぐる紛争の解決全般に関すること

〇福島県弁護士会 会津若松支部
　☎ 0242-27-0264 電話予約受付時間 9:30~17:00（土日・祝日除く）

③相続・登記に関すること
〇福島県司法書士会 司法書士総合相談センター（電話相談のみ受け付け）
　☎ 0120-81-5539 電話受付時間10:00~12:30 / 13:30~16:00（土日・祝日除く）
〇福島県行政書士会 会津支部
　☎ 0242-37-3150 電話受付時間10:00~16:00（土日・祝日除く）
④建物の表題・変更・滅失登記、土地境界の調査測量 • 確認に関すること
〇福島県土地家屋調査士会 会津支部
　☎ 0242-23-8560 電話受付時間／9:00~12:00 / 13:00~16:00（土日・祝日除く）
⑤空き家の解体に関すること
〇福島県解体工事業協会 会津地方支部
　☎ 0242-39-2151 電話受付時間 9:00~18:00（土日・祝日除く）
⑥建物のリフォームなどに関すること
〇会津建築綜合協同組合
　☎ 0242-27-1800 電話受付時間 9:00~17:00（土日・祝日除く）
〇会津若松市建築業組合
　☎ 0242-27-7660 電話受付時間 8:30~17:30（日・祝日除く）
〇福島県建築士会 会津支部
　☎ 0242-93-7330 雷話受付時間 9:00~12:00 / 13:00~16:00（土日・祝日除く）
⑦不動産（土地・建物）の評価に関すること

〇公益社団法人 福島県不動産鑑定士協会
　☎ 024-931-4360 電話受付時間 9:00~17:00（土日・祝日除く）

⑧空き家の管理・相談に関すること

〇一般社団法人 会津空き家対策センター
　☎ 0242-22-2103 電話受付時間／10:00~17:00（火・水曜日除く）
〇空き家ネットワーク（運営事務局一般社団法人 シニア支援協会）
　☎ 0242-93-5140 電話受付時間／9:00~18:00（水・日曜日除く）
〇公益社団法人 会津若松市シルバ一人材センター（除草・掃除など）
　☎ 0242-26-1818 電話受付時間／8:30~17:15（土日・祝日除く）
〇東邦銀行 アセットコンサルティング部 信託営業課（遺言信託・遺産整理）
　☎ 0120-10-4471 電話受付時間／9:00~17:00（土日・祝日除く）
〇会津道路メンテナンス協同組合（除雪・雪下ろしなど）
　※天候状況等により、即時対応ができない場合があります。
　☎ 0242-23-7301 電話受付時間／ 9:00~16:00（土日・祝日除く）
※相談料等詳細については、各団体にご確認ください。
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空き家すごろくKEYWORD集
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